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創業実現化支援総合パッケージ
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創業プランを作ったけれどこれで大丈夫だろうか…
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｢創業したい｣と思っているがどうしたらよいか…
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⑨、、⑥従業員を雇いたいけれど労働保険や社会保険のことがわからない…など
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１１業前後は課題が多く､経営の舵取りが難しい時期であると言われています。
棡可

そんな悩みを持つ創業者の方を全面的に支援するのが創業実現化支援総合パッケージ｢倉Ｉ業アシスト｣です。

｢創業アシスト｣は､創業準備段階から創業後のフオローアップまでの支援をひとつのパッケージにした

金沢商工会議所独自の支援事業です。

創業したけれど計画通り進まない… ．
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創業プラン(事業計画､寶金計画､収支計画)策定支援※’
』
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一資金調達(国･県･市の制度融寶等)支援u県･市の制度融實等)支援實金調達（
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計数寶理(記帳､決算､申告)支援※３計数管理(記帳､決算､申告)支援※３
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労務寶理(就業規則､労働保険､社会保険､教育)支援※４
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フォローァップ
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※１創業プラン策定支援は外部専門家による個別方式と創業応援塾受講の集団方式があります。

※２法人設立支援は設立のための手続きについて助言するもので､登記等の代行は行いません。

※３計数管理支援は外部専門家による個別方式です。

個人頭業主に限り記帳継続指導のスキームを利用頂くことも出来ますが､指導期間は３年以内です。
なお､記111長継続指導は記帳代行を行うものではなく､また､別途利用料金がかかります。

※４労務管理支援は労務管理に閨する助言を行うもので､社会保険等の代行は行いません｡なお､労働保険の手続き代行については労働保険事務組合に加入頂き
ますが､別途料金がかかります。

お問い合わせ･お申し込み先

金沢商工舎議所専門指導課
〒ｓ２０－ＢＢＢｇ金沢市尾山町S番１３号ＴＥＬＯ７ｓ－２Ｂｓ－１１５７ＦＡＸＯ７ｅ－２Ｂｓ－１１５Ｂ

ＵＲＬhttp://www｣<anazawa-cciD｢jp／

e-mailsoUgyo-aSsiSt＠|<anaZawa-cciDrjP



-経営｡金融支援製ニュー⑩ご案内一 麹霞創業される方を応援します1iiiiill
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８月１１日(月)｡１２日（火）８月１１日(月)｡１２日(j｣(0
［２日間昼間］[２日間昼間］ri覺謹鑓11篝藝

"起業家精神"や創業までのプロセスを学び､グループでピジネ

スプランの作成演習･発表を行います。

〆

９３０～１６:３０

魁Ｉ講座内容汐
①起業家精神について

②創業までのプロセスについて

③ビジネスプランの作成について

平日コース’９月8日(月)9日Ⅲ）半ニコース：９月６上IUFl)91EIUNl）

に』 叢Wim援曇 夜間コース'１０月16日(ﾎ)17日(金)23日(ﾎ)24日（金）
週末コース:11月8日(士)９日(日）
夜間ｺｰｽ:10月16日(７F)17日(金)･23日(ﾎ)･24日(金｜
週末ｺｰｽ:11月8日(士),9日(８）

創業に向けてのプロセス､ポイントについて､各コース計１０時

間の集中講義を行います｡Ｓコースとも同じ内容ですので､ご都

合のよいコースを受講下さい。

図①平日コース 昼間２日間（１０:００～1,ＳＯＤ）

Ⅱ②夜間コース 夜間４曰間（１８:３０～２１，０）

■③週末コース 昼間２曰間（１０:００～１ｓ:００）

§1.講座内容】(-部変更する場合があります）
①開業資金の調達方法について

１
１

④ビジネスプラン作成演習･発表 ②会社運営の実務と基礎知識

⑤その他 ③ビジネスプラン作成実務

④その他

q2.受講対象汐
高校･専門学校･大学等の生徒･学生(高校生以上に限ります） [2.愛護対象,

創業を志している方や
｡？

【ａ募集定員」ｓｏ名 創業間もない方

､４受講料町無料 ３３.募集定壜汐’5名(各ｺｰｽ）

６４受講料D2poo円(資料代を含みます）

、
０

獄 募集期間:７月～８月募集期間:７月～８月
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毎月第２･第４木曜日毎月第２･第４木曜日

午後４時～７時 ’午後4時～７時締切日:８月２９曰(金）締切日:８月２９日（金） 談，

創業時の負担を軽減するため､月額家賃の－定額を助成すると

ともに､事業が円滑に開始できるよう専門家の指導･助言費用を

負担します。

【１－助成対象~』
①中小企業者に該当し､確立したビジネスプランをお持ちの方

②平成20年１月１日以降に金沢市内の賃貸物件で事業を開始

した方

③平成20年１２月３１曰までに金沢市内の賃貸物件で事業を

開始する方

④創業までは"事業を営んでいない個人"である(であった)方

⑤金沢市内を本店所在地として設立する(設立された)法人

02.助鱸，
月額家賃の－定額･専門家の指導料を助成

※1件当りの最高助成額は月額家賃10万円(中心市街地分は12万円)、

プラス専門家の指導料

q昌一且血成条件９
①助成金額月額家賃の1／2,もしくは１０万円

（中心市街地分は１２万円)のいずれか低い額

②助成期間平成20年１０月以降で決定後(創業後)の

翌月から３ヶ月間

③助成件数５件程度

【４支援内容、
３回程度､外部専門家である創業支援アドバイザーより指導･助言

事業を始める前や開始して軌道に乗せるまでには様々な課題が

生じます｡当所では､創業の手助けや創業後の支援も行っています。

■

&1対一象９
創業準備中の方創業して間もない方

に.内容,
経営･金融経理･税務･労務･その他､経営に関する問題に

ついて助言･指導します。

【ａ相談時間」
毎月第２･第４木曜曰午後４時～７時

*要予約。ＴＥＬＯ７Ｂ－２ＳＳ－１１Ｂ１

*ご相談の際､開業計画書など事業概要が分かるものがありましたら

お持ち下さい。




